
使⽤料⾦表
区分 単位 ⾦額

⾏商、募⾦その他これらに類する⾏為をする
場合

１⽇１⼈につき 1,100円

業として写真の撮影を⾏う場合 １⽇につき 1,100円
業として映画の撮影を⾏う場合 １⽇につき 1,100円
競技会、展⽰会、博覧会その他これらに類す
る催しを⾏う場合

１平⽅メートル
１⽇につき

４円

興⾏を⾏う場合 １平⽅メートル
１⽇につき

10円

競技会、展⽰会、博覧会その他これらに類す
る催しの ため⼯作物を設ける場合

１平⽅メートル
１⽇につき

10円

１ 使⽤料の単位が年額の場合、使⽤期間が１年未満のときは⽉割とし、１⽉未満のもの⼜は１⽉未満の端数はそれぞれ１⽉として計算する。
２ 使⽤料の額の基礎となる使⽤⾯積が１平⽅メートル未満のもの⼜は１平⽅メートル未満の端数は１平⽅メートルにそれぞれ計算する。
３ 使⽤料の総額が50円に満たないときは50円とする。
４ 競技会、展⽰会、博覧会その他これらに類する催しのため使⽤する場合において使⽤許可を受けた者が⼊場料その他これに類する料⾦を徴収す る場合には２倍の額とする。

例）キッチンカー1台に2⼈で⾏う場合の使⽤料（⾏商に該当）  1,100円/⽇/⼈×1⽇×2⼈＝2,200円
例）100m2を利⽤して体験教室を⾏う場合の使⽤料（競技会その他これらに類する催しに該当）  4円/m2/⽇×100m2×1⽇＝400円


